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傷病者搬送証明書の交付手数料の免除について 

 

１ 内容 

  傷病者搬送証明書の交付手数料の免除 

 

２ 対象者 

  平成２６年８月１９日（火）からの大雨、土砂災害等により被災（負傷）

し、救急車又は広島市消防局のヘリコプターにより医療機関へ搬送された方

を対象とします。 

 

３ 手数料免除の取扱いをする期間 

  平成２６年８月１９日（火）発行分から、期間を限定しない。 

 

４ 手続き方法 

  最寄りの消防署の警防課消防指導係又は消防局救急課へ「傷病者搬送証明

申請書」を提出し、交付を受けます。 

 

５ 申請者の範囲 

⑴ 傷病者本人 

⑵ 傷病者の配偶者、同居親族若しくは血族二親等内の親族 

⑶ 上記⑴又は⑵の委任状を有する者 

 

６ その他 

  上記５⑴の場合は、申請者本人であることを証明できるもの（運転免許証

や健康保険証等）、⑵の場合は傷病者との関係が分かるもの、⑶の場合は委任

状が必要となります。 

 

７ 傷病者搬送証明書の交付窓口 

 ⑴ 救急車で搬送された場合：最寄りの各消防署の警防課消防指導係 

            中消防署    ☎ ５４６－３５０３ 

               東消防署    ☎ ２６３－８４０１ 

               南消防署    ☎ ２６１－５１８１ 

               西消防署    ☎ ２３２－０３８１ 

               安佐南消防署  ☎ ８７７－４１０１ 

               安佐北消防署  ☎ ８１４－４７９５ 

               佐伯消防署   ☎ ９２１－２２３５ 

               安芸消防署   ☎ ８２２－４３４９ 

 ⑵ 広島市消防局のヘリコプターで搬送された場合： 

消防局救急課  ☎  ５４６－３４６１ 

問い合せ先 
消防局警防部救急課 

546-3461（内線 92-334） 


